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◎新潟県告示第146号 

新潟県薬物の濫用の防止に関する条例（平成26年新潟県条例第88号。以下「条例」という｡)第16条第１項の規

定により、知事指定薬物を次のとおり指定し、同条第４項の規定により告示する。 

令和８年３月４日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 知事指定薬物の名称 

(1) （８Ｒ）－Ｎ，Ｎ－ジエチル－６－メチル－１－［４－（トリメチルシリル）ベンゾイル］－９，１０－

ジデヒドロエルゴリン－８－カルボキシアミド（通称名：１ＳＢ－ＬＳＤ）及びその塩類 

(2) １－［１－（３－クロロフェニル）シクロヘキシル］ピペリジン（通称名：３Ｃｌ－ＰＣＰ、３－Ｃｈｌ

ｏｒｏ－ＰＣＰ）及びその塩類 

(3) ４－メチル－１－（２－メチルフェニル）－２－（ピロリジン－１－イル）ペンタン－１－オン（通称名

：２ｍｅ－ＰｉＨＰ、２ｍｅ－ＰＨｉＰ、２－ｍｅｔｈｙｌ－α－ＰｉＨＰ、２－ｍｅｔｈｙｌ－α－ＰＨ

ｉＰ）及びその塩類 

(4) プロパン－２－イル １－（１－フェニルエチル）－１Ｈ－イミダゾール－５－カルボキシラート（通称名

：Ｉｓｏｐｒｏｐｏｘａｔｅ）及びその塩類 

２ 指定の理由 

  条例第２条第６号に規定する危険薬物に該当し、県の区域内において濫用されるおそれがあると認められる 

 ため。 

３ 指定の効力が発生する日 

  令和８年３月５日 


